
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
五
十
一
号

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
五
十
一
号
（
国
際
電
気
通
信
株
式
会
社
等
の
社
員
で
公
務
員
と
な
つ
た
者
の
在
職

年
の
計
算
に
関
す
る
恩
給
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
）

第
一
条
　
国
際
電
気
通
信
株
式
会
社
又
は
日
本
電
信
電
話
工
事
株
式
会
社
の
業
務
を
政
府
に
引
き
継
い
だ
時
、
現
に

こ
れ
ら
の
会
社
の
社
員
（
こ
れ
ら
の
会
社
の
職
制
に
よ
る
社
員
（
準
社
員
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で

あ
つ
た
者
で
そ
の
退
職
の
際
、
退
職
に
つ
い
て
の
給
与
を
受
け
る
権
利
を
放
棄
し
て
公
務
員
（
恩
給
法
に
規
定
す

る
公
務
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
就
職
し
た
者
に
、
恩
給
法
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
公
務
員
と
し
て
の
在

職
年
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
そ
の
在
職
年
月
数
に
社
員
に
就
職
し
た
月
か
ら
公
務
員
に
就
職
し
た
月
の
前
月
ま
で

の
社
員
と
し
て
の
引
き
続
い
て
の
在
職
年
月
数
を
加
え
た
も
の
に
よ
る
。

第
二
条
　
前
条
に
掲
げ
る
会
社
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
社
員
が
、
当

該
会
社
の
職
員
に
就
職
し
た
月
か
ら
同
条
の
規
定
に
よ
る
公
務
員
に
就
職
し
た
月
の
前
月
ま
で
の
期
間
、
政
府
職

員
と
し
て
在
職
し
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
公
務
員
に
就
職
し
た
時
退
官
し
た
も
の
と
す
る
場
合
に
、
こ
れ
ら
の
者

が
受
け
る
べ
き
恩
給
そ
の
他
の
給
与
の
額
を
参
酌
し
て
大
蔵
大
臣
の
定
め
る
金
額
を
、
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
三
条
　
第
一
条
に
掲
げ
る
会
社
の
社
員
で
あ
つ
た
者
で
、
こ
れ
ら
の
会
社
の
業
務
を
政
府
に
引
き
継
い
だ
日
以
前

に
公
務
員
と
な
つ
た
も
の
に
恩
給
法
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
普
通
恩
給
の
基
礎
と
な
る
べ
き
公
務
員
と
し
て
の

在
職
年
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
そ
の
在
職
年
月
数
に
社
員
に
就
職
し
た
月
か
ら
社
員
を
退
職
し
た
月
（
同
月
に
お

い
て
公
務
員
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
前
月
）
ま
で
の
社
員
と
し
て
の
在
職
年
月
数
（
昭
和
二
十
年
八

月
十
四
日
以
前
の
退
職
に
係
る
在
職
年
月
数
及
び
第
一
条
又
は
恩
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八

年
法
律
第
百
五
十
五
号
）
附
則
第
四
十
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
務
員
と
し
て
の
在
職
年
月
数
に
加
え

ら
れ
る
こ
と
と
な
る
在
職
年
月
数
を
除
く
。
）
を
加
え
た
も
の
に
よ
る
。

附
　
則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。
但
し
、
第
一
条
の
規
定
は
、
国
際
電
気
通
信
株
式
会
社

に
係
る
部
分
は
昭
和
二
十
二
年
五
月
二
十
五
日
か
ら
、
日
本
電
信
電
話
工
事
株
式
会
社
に
係
る
部
分
は
昭
和
二
十

二
年
六
月
五
日
か
ら
こ
れ
を
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
五
月
六
日
法
律
第
三
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
等
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
及
び
二
　
略

三
　
第
二
条
の
規
定
　
昭
和
五
十
五
年
十
月
一
日

（
国
際
電
気
通
信
株
式
会
社
等
の
社
員
で
公
務
員
と
な
つ
た
者
の
在
職
年
の
計
算
に
関
す
る
恩
給
法
の
特
例
等
に

関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
五
条
　
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
二
十
四
条
の
四
第
二
項
並
び
に
第
四
十
一
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定

は
、
改
正
後
の
国
際
電
気
通
信
株
式
会
社
等
の
社
員
で
公
務
員
と
な
つ
た
者
の
在
職
年
の
計
算
に
関
す
る
恩
給
法

の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
五
十
一
号
。
以
下
「
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
五
十
一

号
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
給
す
べ
き
普
通
恩
給
又
は
扶
助
料
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
二
十
四
条
の
四
第
二
項
第
四
号
中
「
昭
和
三
十
五
年
七
月
一
日
」

と
あ
る
の
は
「
昭
和
五
十
五
年
十
月
一
日
」
と
、
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
四
十
一
条
第
二
項
中
「
も
の
の
う

ち
昭
和
三
十
六
年
九
月
三
十
日
以
前
に
退
職
し
、
若
し
く
は
死
亡
し
た
者
又
は
そ
の
遺
族
は
、
同
年
十
月
一
日
か

ら
」
と
あ
る
の
は
「
も
の
又
は
そ
の
遺
族
は
、
昭
和
五
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
昭
和
三

十
六
年
十
月
」
と
あ
る
の
は
「
昭
和
五
十
五
年
十
月
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
二
十
四
条
の
四
第
三
項
の
規
定
は
、
公
務
員
と
し
て
の
在
職
年
に
基
づ
き
一
時
恩

給
又
は
一
時
扶
助
料
（
恩
給
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
三
十
七
号
）
附
則
第
十
五

条
に
規
定
す
る
一
時
金
を
含
む
。
）
を
受
け
た
者
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
改
正
後
の
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
五

十
一
号
第
三
条
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
給
す
べ
き
普
通
恩
給
又
は
扶
助
料
の
年
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
　
普
通
恩
給
又
は
扶
助
料
で
、
改
正
後
の
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
五
十
一
号
第
三
条
の
規
定
の
適
用
に
伴
い
そ

の
年
額
を
改
定
す
べ
き
こ
と
と
な
る
も
の
の
当
該
改
定
は
、
昭
和
五
十
五
年
十
月
分
か
ら
行
う
。

（
恩
給
年
額
の
改
定
の
場
合
の
端
数
計
算
）

第
十
八
条
　
こ
の
法
律
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
恩
給
年
額
を
改
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
規
定
に
よ
り
算
出
し

て
得
た
恩
給
年
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数

が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
を
も
つ
て
改
定
後
の
恩
給
年
額
と
す
る
。

1


